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１ 対象事例の概要 

（１）農協系統組織におけるトレーサビリティの取

り組み 

現在、この日本における農業生産段階の主流は農協

系統である。農協系統は巨大で複雑な集合体であり、

生産・流通（販売）を担う全国レベルの組織として全

農、そして各県の県連、県連の中で各農協（JA）が連

なっている。この巨大な系統を一つのポリシーで結ぶ

のは非常に難しいことだが、生産履歴の記帳運動につ

いては、グループを挙げて 2002 年 7 月よりスタート

し、取り組み自体は 90%の農協が行っているという成

果を上げている。 
このように生産履歴の作成と蓄積についてはかな

り意識が高まっている状況だが、流通履歴も視野に入

れたトレーサビリティシステムの構築については、各

県・各 JA 等の個別単位でも取り組みが進んでいるよ

うだが、その中でいちはやく立ち上がったのが、全国

レベルの組織である全農が取り組む「安心システム」

である。本システムは、各 JA が記録する生産履歴情

報のみならず、加工・流通段階も含めて遡ることが出

来る「システム」を構築し、かつそのシステムがきち

んと機能しているかどうかを「認証」するというもの

である。トレーサビリティシステムの構築において、

それが信頼の置けるものかどうかを担保するための

仕組みがあることが望ましい。安心システムは外部の

認証機関による審査を行い、認証を付与するというシ

ステムを採用しており、第二者認証ではあるものの、

かなりの信頼性を担保できる仕組みとなっている。ち

なみにここで言う“システム”とは、特定の情報シス

テムのことではない。産地が自主的に設定した基準に

基づいて情報を記録・蓄積し、その情報を生産～流通

の各段階で遡及することが出来るという総合的な仕

組みのことを指していることをご理解頂きたい。 
本事例は、安心システムを構築している全農という

組織と、その認証農産物を流通している全農首都圏青

果センターの現場にヒアリング調査を実施し、実際に

どのような信頼性が担保されているのかを紹介する

ものである。 
 
（２）全農について 

全農（全国農業協同組合連合会）は、農協組織の営

農指導・流通・販売を全国レベルで行う組織である（農

協系統内における組織と役割については下図を参照

のこと）。従って、JA 系統に属している限り、農畜産
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図Ⅴ-1 JA グループの組織構成 

全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農) 
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物の販売における全農の意向は大なり小なり受ける

ことになる。影響力の大きな組織であるといえる。 
 JA グループ全体の農産物販売額は、2003 年度総計

で 4 兆 6916 億円となっており、そのうち 3 兆 3285
億円が全農（県段階も含む）の販売額である。 

取り扱い品目は米・麦等の穀物、野菜、果樹等の青

果物、茶、花卉・花木、肉牛・肉豚・肉鶏・鶏卵・生

乳等の畜産物全般である。 
また全農の重要な機能として購買機能が挙げられ

る。生産に必要な肥料・農薬・各種資材を共同購買し、

各 JA を通じて組合員である生産者に販売するという

ものである。 
 
 以上が全農の持つ主要機能であり、農協組合員に対

する他の機能は他の全国組織が担っている。たとえば

経営・指導・政治的代表としての機能は全中（全国農

協中央会）が担い、借り入れ等の信用事業は各県の信

連または農林中金が行っているというように分担さ

れているのである。 
 
２ トレーサビリティ導入の背景 

全農が立ち上げた「全農安心システム」（以下、安

心システムと略）は、JA グループ内に存在する生産・

流通・加工・販売などのすべての段階を対象とし、そ

の間で発生する情報を繋いでいく仕組みといえる。 
このようなトレーサビリティシステムの導入に際

しては、BSE 問題や無登録農薬の問題への対応がきっ

かけであることが多いが、全農の場合は必ずしもそれ

だけではないという。 
 
「本システムの目的は、まずは国産農畜産物の優位

性を消費者に広く告知するというところにあります。

もちろん消費者の安心・安全へのニーズに応えるとい

うことも重要ではありますが、それだけではなくもっ

と大きな枠組みで日本の農畜産物のすばらしさを伝

えたいという思いがあります。 
どちらにしても消費者の農畜産物購買につながる

情報を発信し、消費者と生産者相互の信頼関係を強化

することが必要です。そのために必要なのは、各 JA

が自らの生産・流通についてきちんと決めごとを作る

ことと、それを遵守しているかどうかを誰かが確認し、

認証するという流れです。これらをシステムとして構

築したのが『全農安心システム』なのです。」（全農 大
消費地販売推進部 安心システム総合推進グループ 

室谷さん） 
 
このような問題意識と目的から、安心システムは平

成 12 年度から自主的な実験事業として導入が開始さ

れ、平成 15 年～16 年度に正式事業としてスタートし

た。 
現在、生産段階で安心システムの対象となっている

JA 数は、平成 17 年 3 月時点で 113 に上る。 
 
「これら各 JA が安心システムを導入するきっかけ

は二通りあります。産地として自主的に信頼性を獲得

するため、安心システムの認証を受けたいという要望

が出る場合と、買い手側からの要望・指定があった場

合です。後者の場合は、全農が取引先に対して提案を

し、産地に繋ぐパターンもあります。」 
 
全農は全国の生産者（組合員）および JA をとりま

とめる団体という性格を持ちながら、もう片方に流

通・販売機能を持っている。販売機能を持つ主体とし

て、取引先に安心システムというブランドを提案する

ことで、産地の各 JA の取り組みを促進しているので

ある。 
 
３ 導入したトレーサビリティシステムの概要  

（１）システムの対象範囲 

安心システムの対象となりうるのは JA グループが

扱う農畜産物全てである。 
安心システムには、次の 5 つの原則が設けられてい

る。 
①生産基準があり、生産者に徹底されているか 
②生産工程や集出荷記録をとっているか 
③それらをチェックできる体制があるか 
④分別管理できるか 
⑤情報を遡及・追跡できるか 
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この原則を取り組み主体である JA が遵守している

かどうかという点を担保しているのが安心システム

である。信頼性を担保するための手段として、安心シ

ステムには認証システムが採用されており、参加する

産地は検査・審査を受け、認証を取得しなければなら

ない。この認証システムは、全農～JA 間の第二者認

証となる。 
第二者認証とはいっても、その審査過程には客観

性・第三者性が担保されている。まず、第三者の立場

である外部検査員が、JA に対するヒアリング等を通

じて実地検査を行い、検査報告書を審査機関に提出す

る。その後、検査員の報告をもとに外部審査機関が審

査を行い、判定を行う。この安心システムの審査は、

生産情報公表 JAS の認証機関でもある有限会社リー

ファースが行っている。こうして審査機関の判定で問

題なしとなった段階で、JA に対して全農が認証を付

与するという仕組みになっている。第二者認証という

と、審査・認証付与まで全てをその系列内の組織が行

う事例もあるが、安心システムにおいては全くの第三

者認証機関が検査・審査を行うことから、信頼性の高

い仕組みであるといえるだろう。 
 
また、認証の対象は生産段階だけではない。 

 
「産地からの出荷段階ではきちんと管理していた

としても、流通段階でそれが無視されていたり、混合

されて混乱があったりしては信頼性が大きく損なわ

れます。そうならないため、加工・小分け段階におい

ても安心システム認証の範囲としています。」 
 
ただし、加工・小分けの段階は非常に幅広く、卸売

市場業者や独立系の流通団体等多数である。これら全

てに認証を付与していくのは現実的ではないし、彼ら

に確実にニーズがあるわけでもない。そうしたことか

ら、現状では安心システムにおける認証の対象となる

のは、原則的には全農グループ内の生産組織（JA）お

よび流通業者（加工・小分け・流通センター等）であ

る。ただし、例外として、全農の商品を主要に取引し

ているビジネスパートナーは認証の対象となるため、

現在、外部企業も数社が審査対象となっている。 
 
本事例報告では、こうした流通面の現状を把握する

ため、全農が首都圏の取引先に対して卸売市場並みの

流通機能を提供するために設置している首都圏青果

センターを採り上げ、そこで行われている安心システ

ム対応商品の取り扱いについて述べる。 
 
首都圏青果センターは、全農で取り扱う農産物の仕

入から販売、その間の小分け・包装加工、貯蔵・保管

を行っている。平成 15 年 5 月に全農安心システム認

証（小分け業）を取得した。 
このため、基本的には全農グループ内で流通してい

る商品しか安心システムの対象とならないが、この首

都圏青果センターを経由することで、小分け段階も認

証対象とすることができる。 
首都圏青果センターは、東京以外に大和（神奈川）、

大阪に施設があり、3 箇所合計で 1300 億円の取扱高

 

全農首都圏青果センター 

図Ⅴ-2 全農安心システムのしくみ 
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となっている。 
「首都圏青果センタ

ーの荷物の流れで市場

と異なっているのは、仲

卸がいなくて、直接生協

や量販店に販売してい

るというところです。さ

らに青果センターの施

設を 3 年前に建て、入荷

から販売まで 24 時間・無休体制で温度帯管理をして

いるということが大きな特徴です。現段階で、当セン

ターで安心システムの対象品目となっているのは、野

菜で 3JA、果実で 6JA の商品です。」（全農首都圏青果

センター東京 営業開発部部長 中村さん） 
取引先の比率は、業態別では生協・A コープへの販

売高比率が 47.3％と最も高い。関東圏を中心とした生

協関連への販売比率が高く、次いで、スーパー・デパ

ートへの販売で 34.4％を占める。 
 
また、品目にもよるが、包装加工して直接店舗に納

品する比率がかなり高いということも特徴のひとつ

である。取り扱う青果物のうち、半分以上は包装加工

を行っている。その中には、コンシューマーパックづ

くりだけでなく、10kg 箱を 3kg や 5kg の箱に小分け

するケースも含まれる。 
包装加工を行う点数は近年、増加傾向にある。これ

は、顧客が増えたことと、既存顧客においてバックヤ

ードが狭い、在庫を置きたくないという事情から、包

装加工を外注するケースが増えていることが理由と

考えられる。 
 
（２）識別単位とその識別記号 

安心システム全体の識別単位等の最低ラインは、所

属する JA の生産グループである部会単位のロット構

成となっている。 
 
「当初、個人までの生産履歴に遡るところまででき

ないかという話もありましたが、JA の営農指導は部

会単位で行っています。ということは、部会の構成員

全体が同じ栽培方法を行っているといえますので、部

会単位での遡及で良いという考え方を採用しまし

た。」（室谷さん） 
 
このため、安心システムにおいては生産者個人まで

の特定は念頭に置いていない。もちろん、個々の JA
が出荷場等で個人を特定するための記録（選果記録

等）を保持している場合もあり、取引先の要求次第で

は生産者個人に遡ることが可能な事例もあるはずだ

が、安心システムとしてはそれを要求事項とはしてい

ないということである。 
 
一方、全農首都圏青果センターにおけるトレーサビ

リティでは、販売先から受注したアイテムの対応と産

地表示・量目の確認を確実にすることを目指している。

本来的には、100 箱によって構成された荷口の中に問

題が起きたとして、問題のある 1～2 箱を絞り込み、

他の 98～99 箱については問題がないことを証明でき

るようにすることを目指すのが正道だ。産地側で部会

単位以上のレベル、例えば生産者レベルまでたどれる

のであれば、そこまでの遡及を出来ることが最終的な

ゴールといえる。しかし、現状では必ずしもこれに近

づく処理が出来ているわけではない。この辺は、今後

の同センターの取り組みを注視していきたいところ

だ。 
 
このように、安心システムの大枠の中での識別単位

は部会レベルであるが、JA の部会の取り組み内容い

かんで、その遡及レベルは深くなりうる可能性を秘め

ている。 
 
次に識別記号についてだが、安心システムの構造が、

各産地が作成する自主的基準を認証するという仕組

みであるため、統一的な管理 ID や付番体系は存在し

ない。各 JA が持つ内部コードの利用など、現状に沿

った識別記号の利用を各 JA に任せている。従って JA
によっては、選果機で二次元バーコードをつけている

ところ、箱や個包装に生産者のスタンプを押すところ

など、さまざまな形態が混在している現状である。生

産履歴についても各 JA に任せているが、協同防除の

有無や資材記録の有無など、栽培管理記録の中になけ

 
全農 中村氏 
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ればならない項目は定められている。 
 
（３）各段階での内部トレーサビリティ 

 前項で示したとおり、生産段階においては栽培履歴

の収集と選果方式、識別記号の設定は産地 JA に一任

されている。ただし安心システムとして流通するのは

外部認証機関による審査を通過しているものである。

認証の基準には、トレーサビリティシステムとして要

求される事項、すなわち生産における一歩川下と一歩

川上の情報の記録とその保持が定められている。従っ

て、安心システムにおける各 JA では、種苗の管理、

使用資材の管理、栽培過程の記録、選果時点の記録、

出荷時点での記録はきちんと採られているものと考

えられる。 
 
本稿では中間流通団体としての全農首都圏青果セ

ンター内部のトレーサビリティについて特記したい。 
 
「まず、産地からセンターに前もって FAX が入っ

てきますので、それを事前データとして入力しておい

て、実際にものが入ってきたときに付き合わせるとい

うことからスタートしています。安心システムの商品

は、その際に品名コードを分けていまして、例えばデ

コポンとか清見とかありますが、それを『安心デコポ

ン』とか『安心清見』とかに分けて管理しています。

そのように最初に紐付けしたデータを常に持ったま

まで場内を回っていきます。」（中村氏） 

 
同センターでは、安心システム商品の入荷の時点で

荷口の番号を記録し、それ以降の庫内移動でも常に安

心システムとしての管理帳票がついて回る。このこと

から、品目にもよるが、基本的に産地まで遡及できる

単位は、産地から送信された送り状（帳票）単位、つ

まり入荷ロット単位となっている。送り状には規格ご

との合計数量が入っており、その中で、安心システム

対応のものについては、栽培履歴や部会の中での生産

者構成もはっきりしている。先述の通り、安心システ

ムにおける識別単位は部会となる。このため荷口番号

と生産者個人の生産履歴と直接結びついているわけ

ではなく、入荷ロットからトレースできる範囲は部会

単位などである。これは現状の識別単位の限界であり、

今後の取り組みで個別生産者との紐付けが出来るよ

う期待したい。 
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首都圏青果センターの

管理方法を見ていくと、

次のような流れになって

いる。 
 

まず、入荷の段階で荷

口番号がつけられること

となる。 
冷蔵室への各入荷口の

前には、登録端末があり、

そのハンディスキャナで

入荷作業指示書のバーコードを読み込む。その読み込

んだ情報と、事前に生産者からメールや FAX 等で送

られて登録された出荷予定情報とがシステム内で紐

付けられることになる。 
ここで商品の入荷ロットごとに荷口番号の帳票が

付けられ、パレットに載せられる。このパレットは、 
冷蔵室の搬入口から、その時点であいている棚にシス

テムで自動的に振り分けられて格納される。 
冷蔵室はシステム管理され自動制御されている。棚

の空きはセンサーで確認されており、搬入指示が送ら

れる。この冷蔵室は、非常に大きく、たくさんのコン

テナが組み合わさってできており、巨大な立体駐車場

のようであった。また、冷蔵室は温度管理が行われて

おり、荷捌き場も低温に設定され、コールドチェーン

が徹底されている。 
 
格納の次に、加工・仕分けの段階に移るが、商品は、

システムの指示にしたがって自動的に荷捌き場へ続

く搬出口まで送り出される。搬出口には、それぞれ指

示端末を持った荷捌き担当者が待機しており、指示端

末に「何番口からこの荷口番号の商品をいくつ出して、

何番の出庫口に運ぶ」といった指示が送られてくる。

ドライバーはこの指示に従い、出庫口へ運んだり、 
包装加工場用に仕分けたりしている。この入庫から

出庫までの一連の流れを物流管理システムによって

データ管理し、誤作業の防止、配送効率の工場に寄与

させている。 
 
次の段階となる原料引当作業後の包装加工は手作

業となるため、指図書にそって作業が行われる。小分

け、パッキングされる商品は、加工指図書に従って原

料を仕分けし、包装加工場に運ばれる。指図番号に荷

口番号が紐付けされており、指図番号から荷口番号の

遡及は可能である。原料の切れ目は荷口毎であるが、

同荷口から 2 日分を加工する場合もある。受注数が確

定した後で作業を開始し、在庫・見込み製造は行って

いない。 
 
「包装加工については、安心システム商品だから区

別するのではなく、入荷登録から包装加工の原料が仕

分けられるまで、ずっとその帳票がついてまわります

ので、安心システム商品以外のものも含めて、すべて

分別管理されています。仕分けられた原料を使うよう

に決められたルールがありますので、それを守ること

で、発注いただいた安心システムの原料で加工した製

品というように、間違いなく製造することができま

す。」（全農首都圏青果センター東京営業開発部 第 4
グループ 藤田さん） 
 
包装加工場では、加工商品や作業内容が変わるたび

に、原料・包材などをすべて入れ替え、作業台を一度

クリーンにするルールとなっている。これは、産地や

品種が混ざることのないように、安心システム商品に

限らず行われている。また、加工はアイテム別に担当

者が設定されている。 
 
「加工内容は、包装が主です。基本的にはカット野

菜は作っていません。半切りとか白菜などの 1/4 カッ

トまでで、生鮮野菜として販売できるくらいまでです。

原料商品が足りない場合、安心システムでは他産地を
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混ぜることはありません。ただ、安心システム以外の

商品については、商談の範囲内で代替産地で出荷しま

すが、その場合もきちんと区分けして出荷していま

す。」（藤田さん） 
 
この後、店舗別の仕分け作業が行われ、出荷口から

搬送される。 
 
（４）一歩川下への記録と一歩川上への記録 

首都圏青果センターの一歩川上にあるのは、各 JA
産地である。産地では、生産記録や出荷履歴が管理さ

れている。 
一歩川下にあたるのは、取引先となる生協・A コー

プやスーパー・デパートなどの小売店である。 
 
「産地 JA・部会からの出荷時には部会名を箱に印

刷することとしています。これとセンター側で受ける

FAX 連絡で紐付けをしています。 
センターから各取引先への出荷時には、取引先に渡

す各伝票に、安心システム認証を取得した部会名を記

入した状態で店頭に送られます。そのため、クレーム

があった場合、店頭からセンターに部会名を問い合わ

せしてもらいます。そこから出荷記録、そして部会へ

と遡っていくという流れで一歩川下から一歩川上ま

でをつなげています。」（室谷さん） 
 
現段階では部会単位という大枠的な識別単位を採

用しているため、流通側にとっては簡便な形での情報

伝達ができるようになっているのである。 
 
（５）記録した情報の公開 

安心システムでは、個別の農産物情報を消費者に情

報公開するということに必ずしも重点を置いていな

い。情報公開という面では、基本的には問い合わせが

あれば調べるというスタンスを取っており、消費者に

対して ID で管理し、情報公開するというようなシス

テム等はないのが現状である。ただし、安心システム

認証を取得した産地 JA・部会単位で、品目や栽培方

法の紹介をし、個々の商品の問い合わせを当事者（産

地 JA・部会）にできるように連絡先を公開するとい

うものとなっている。

また、各産地 JA が独

自にWebで情報開示を

している例もあるが、

安心システム全体で必

須としているわけでは

ないため、レベルの違

いがある。 
 
また、消費者への公

開という意味では、消費者まで「安心システム」の商

品であることが伝わらないケースも多く見られる。首

都圏青果センターから出荷される安心システムの商

品についても、すべてに安心システム商品を示すマー

クがついているわけではない。販売先との関係で、販

売先が安心システムの商品として販売するというこ

とが決まっている場合に、安心マークをつけて出荷し

ている。品物にもよるが、安心システムマークのつい

た商品は全体の 2～3 割である。 
 
「全農グループ内での流通が安心システムの認証

の有効範囲ですので、クローズドなシステムといえま

す。市場に行っても、安心システムマークのついた商

品はほとんど並んでいないでしょう。そういう意味で

は、取引先が決まっていて、そこのニーズによって販

売をするという、契約取引的な仕組みの中で動いてい

るシステムといえます。 
取引先からすれば、安心システムは品質基準です。

安心システムはこうやって作っているということを

説明可能な商品ですから、仕入れの動機付けになりま

す。そういう意味では消費者よりもバイヤーが信頼性

を感じてくれる率の高いシステムであるといえるか

もしれません。 
スーパー等での取り扱いを増やしていきたいとは

思いますが、状況としては複雑です。スーパーでは最

近、独自のストアブランドを投入する傾向があります。

その上、有機や特栽などのこだわり商品のラインナッ

プも混在しています。その上に全農安心マークがある

となると、わかりにくいのではないか、という判断も

あるわけです。そうした現場のバイヤーさんのご意見
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と調整しながら、やれるところからやっているという

状況です。ただ、イトーヨーカドーなどでは、全農安

心システム米という、安心システムマークがついてい

る米があります。認知自体は広がっていますし、価値

を感じてくださっている取引先は着実に増えている

と思います。」（室谷さん） 
 
４ 評価と今後の課題 

安心システムを推進する全農としては、現状のレベ

ルから向上していく方向性を採るか、または現状レベ

ルでしばらく水平展開を続けていくかを模索中であ

る。 
 
「平成 18 年から導入される農薬のポジティブリス

ト制への対応を行うなど、システムとしてのレベルア

ップは必要だと思っています。どの産地でも情報開示

を行うということが浸透してきましたので、全農とし

てさらにステップを挙げていくことで、取引先の満足

度を向上するような試みが必要だと思っています。 
しかし、その一方で、今のままのレベルでもいいの

ではないかという考え方もあります。消費者や取引先

がどのレベルを求めてくるかということが最優先で

すが、現在のレベルでも満足されている状況です。産

地の組合員の作業負担が今以上に重くなるのを回避

するためには現在行っている部会単位・荷口単位のト

レーサビリティというレベルで、過不足ないといえる

かもしれません。この辺は、状況をみて勘案していき

たいと思っています。」（室谷さん） 
 
現在、全農がこの安心システムの運用にかけている

費用はかなり大きい。例えば外部の審査機関に委託し

ている認証費用は 1 品目につき 6 万円だが、検査員が

同時進行できるものについては、複数品目であっても

1 件とカウントされる。また、準備段階の講義・指導

などは、業務として全農が行っているため、産地とし

ては無償である。自分の組織の中で出来る範囲のこと

を、末端の組合員や産地 JA に負担が大きくならない

ように実施する。トレーサビリティシステム導入の目

的とレベルの関係は、取り組み主体が適宜勘案しなが

ら設定し実行するものとなっているが、全農安心シス

テムの目的とレベルは、現状を分析しながら導き出さ

れる最大公約数的な解の一つであるといえるのかも

しれない。 
 
トレーサビリティシステムを調査・研究する立場か

らみたとき、農協組織系統で大きな影響力を持つ全農

の取り組みは非常に注目すべき事例だ。精度の高い第

二者認証の取得、農協関係企業内とクローズではある

が、流通段階まで管理できるシステムの構築は、JA
系統外の独立系の事業者ではなかなか踏み込めない

領域であるといえる。今後は、ぜひ部会単位のトレー

スからさらに深い遡及範囲である個人の特定まで踏

み込んで頂きたいと思う。全農という大きな組織がそ

こまで実行できるという事実があれば、この日本の他

の取り組み主体において重要な参考事例となるから

である。今後に期待したいと思う。 


